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参 考

　最近当組合宛に、一般の方から
　　　 ホール店内の遊技状況などを撮影し、その動画をインターネット上でLIVE配信し
　　ながら課金を得ている投稿者がいる。
　　　 これは、
　　　　　　射幸心を煽るものではないか
　　　　　　そのホールの広告・宣伝行為ではないか
　　　　　　組合は、その行為を認めているのか
　　　　　　風営法に抵触しないのか
　　　　　　中には、トラブルのあった台を従業員が開けて、釘を触っているような動画も
　　　　 見られる
              同じ内容を管轄警察署にも情報提供した
　　　　　　他府県では、このような遊技客を出入り禁止にしているところもある
との内容の電話やメールが寄せられています。

　各ホールにおかれましては、動画撮影について許可、未許可にかかわらず
　　　　　　常に動画を撮影されているもの
との認識を共有し
　　　　　　動画を配信されても、不正をしているなどの誤解を招かないような姿勢
で業務に従事するよう従業員等に周知・徹底をお願いします。
 

内　　容

　 行政当局に確認したところ、同様の問い合わせがあったようです。
　 また、このような問題が大きくなれば、業界全体の問題となる可能性もありますので
注意喚起するものです。
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